
○
運
輸
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1
0
8
国
会

　
5
9

日
本
航
空
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
案

（
衆
）

六
二
、
三
、
一
三

六
二
、
八
、
二
一
六
二
、
九
、
三

可
　
　
決

六
二
、
九
、
四

可
　
　
決

六
二
、
七
、
六

六
二
、
八
、
一
九

可
　
　
決

　
六
二
、
八
、
二
〇

可
　
　
決

百
八
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
　
続

百
九
回
国
会

　
　
　
　
　
　
六
二
、
八
、
二
一

　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1
0
8
国
会

　
2
0

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
建
設
主
体
と
さ

れ
て
い
る
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す

る
事
業
の
日
本
鉄
道
建
設
公
団
へ
の
引

継
ぎ
に
関
す
る
法
律
案

細
田
吉
藏
君

外
　
四
　
　
名

　
（
六
二
、
五
、
二
二
）

六
二
、
八
、
二
五

六
二
、
八
、
二
五

六
二
、
九
、
一
〇

可
　
　
決

　
六
二
、
九
、
一
八

可
　
　
決

六
二
、
七
、
六

　
六
二
、
八
、
二
一

可
　
　
決

六
二
、
八
、
二
五

可
　
　
決

百
八
回
国
会

　
衆
継
続

日
本
航
空
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
案
（
第
百
八
回
国
会
閣

法
第
五
九
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
日
本
航
空
株
式
会
社
の
自
主
的
か
つ
責
任
あ
る
経

営
体
制
の
確
立
等
を
図
る
た
め
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
航
空
株
式
会
社
法
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。



二
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
し
て
、
上
場
会
社
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず

　
る
会
社
で
あ
る
定
期
航
空
運
送
事
業
者
は
、
外
国
人
等
が
そ
の
議

　
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
外
国
人

　
等
の
取
得
し
た
株
式
の
名
義
書
き
か
え
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
こ

　
と
と
す
る
。

三
、
そ
の
他
本
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
等
所
要
の
規
定
を
整
備

　
す
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
航
空
株
式
会
社
法
を
廃
止
す

　
る
等
の
法
律
案
に
つ
い
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及

　
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
日
本
航
空
株
式
会
社
の
自
主
的
か
つ
責
任
あ
る
経

　
営
体
制
の
確
立
及
び
航
空
企
業
間
の
競
争
条
件
の
均
等
化
を
図
る
た

　
め
、
日
本
航
空
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う

　
必
要
な
措
置
と
し
て
外
国
人
等
の
取
得
し
た
定
期
航
空
運
送
事
業
者

　
の
株
式
の
取
り
扱
い
の
特
例
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま

　
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・

護
憲
共
同
安
恒
理
事
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
吉
村
理
事
よ
り
賛
成
、

日
本
共
産
党
小
笠
原
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の

結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
安
恒
理
事
よ
り
自
由
民
主
党
、
日
本

社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社

党
・
国
民
連
合
の
各
派
共
同
提
案
に
係
る
日
本
航
空
株
式
会
社
の
完

全
民
営
化
に
当
た
り
、
配
慮
す
べ
き
六
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
案

が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
つ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
建
設
主
体
と
さ
れ
て
い
る
新
幹
線
鉄
道
の
建
設

に
関
す
る
事
業
の
日
本
鉄
道
建
設
公
団
へ
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
法
律
案

（
第
百
八
回
国
会
衆
第
二
〇
号
）

要
旨

　
　
本
案
は
、
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
し
そ
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な

　
実
施
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
旅
客



会
社
」
と
い
う
。
）
が
建
設
主
体
と
さ
れ
て
い
る
整
備
新
幹
線
（
盛
岡
以

北
の
東
北
新
幹
線
及
び
九
州
新
幹
線
鹿
児
島
ル
ー
ト
、
長
崎
ル
ー
ト
）

の
建
設
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
「
鉄

建
公
団
」
と
い
う
。
）
が
引
き
継
ぎ
を
行
い
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
鉄
建
公
団
へ
の
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
の
事
業
の
引
き
継
ぎ

　
　
鉄
建
公
団
は
、
旅
客
会
社
が
建
設
主
体
と
さ
れ
て
い
る
新
幹
線

　
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
事
業
を
、
旅
客
会
社
の
同
意
を
得
て
引
き

　
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
建
設
主
体
の
指
名
等

　
　
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
事
業
を
鉄
建
公
団
が
引
き
継
ぐ

　
場
合
に
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
に
よ
り
、
旅
客
会

　
社
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
建
設
主
体
の
指
名
及

　
び
建
設
の
指
示
は
、
鉄
建
公
団
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な

　
す
と
と
も
に
、
旅
客
会
社
が
行
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
工
事
実

　
施
計
画
の
認
可
の
申
請
は
、
鉄
建
公
団
が
行
つ
た
も
の
と
み
な
す

　
こ
と
。

三
、
事
務
の
引
き
継
ぎ
等

　
　
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
事
業
を
鉄
建
公
団
が
引
き
継
ぐ

場
合
に
は
、
旅
客
会
社
は
、
遅
滞
な
く
、
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に

関
す
る
事
務
を
鉄
建
公
団
に
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
そ
の
有
す
る

権
利
及
び
義
務
を
鉄
建
公
団
に
承
継
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
建
設
主

　
　
体
と
さ
れ
て
い
る
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
事
業
の
日
本
鉄

　
　
道
建
設
公
団
へ
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運

　
　
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
　
ま
す
。

　
　
　
本
法
律
案
は
、
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
実

　
　
施
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
建
設
主
体
と

　
さ
れ
て
い
る
整
備
新
幹
線
の
建
設
に
関
す
る
事
業
を
日
本
鉄
道
建

　
　
設
公
団
に
引
き
継
が
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い

　
　
ま
す
。

　
　
　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党

　
　
小
笠
原
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本

　
　
法
律
案
は
多
数
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

　
　
い
た
し
ま
し
た
。



以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




